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aams+利用規約 

Ver1.0（２０２５年９月１日作成） 

第１章 総則 

第１条（本規約の目的） 

aams+利用規約（以下「本規約」という。）は、Rehabilitation3.0 株式会社の提供する

Reha3.0（（以下「本件システム」という。）のライセンスに基づき、株式会社バイオシル

バー（以下、「甲」という。）が提供する本件システムとの連携サービスを搭載したセン

サー機器 aams+の利用について定めるものとする。 

 

第２条（用語の定義） 

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。 

１ （「本品」」とは、甲が販売する、本件システムとの連携サービスを搭載したセンサー

機器「aams+」をいう。 

２（「本件システム」とは、Rehabilitation3.0 株式会社が提供する、コンピュータ・アプリ

ケーション・プログラム「Reha3.0」（名称を変更した場合における変更後のプログラ

ムを含む。）をいい、本件システムが連携したセンサー機器の利用によって得られたバ

イタルデータ等の情報に基づき、センサー機器利用者の身体能力や、認知能力、転倒リ

スクなどを推定し、注意喚起や対策プログラム等を提供するアプリケーションシステ

ムである。 

３ （「本機器」とは、甲が販売する介護サービスを利用する者のバイタルデータ等を収集

するセンサー機器（aams）をいう。 

 ４ （「利用約約」とは、本規約に基づき甲と乙との間に締結される本件システムの利用に

関する約約をいう。 

５ 「申込者」とは本件システムの利用を希望する者をいう。 

６ （「乙」とは、申込者のうち、本品」又は本機器を購入し、利用約約締結に至った者を

いう。 

７ 「乙アカウント」とは、本約約締結後、甲が付与する乙のアカウント（ID やパスワ

ードなど）をいう。 

８ 「サービス利用者」とは、乙が介護サービスを提供する者をいう。 

９ （「バイタルデータ等」とは、本件システムの利用のために必要となる心拍数、体動な

ど、センサー機器が取得する情報の総称をいう。 

１０ （「販売」」とは、利用者に対し本品」を販売し、または本件システムの使用許諾につ

いてのサブライセンスを行うものをいう。 

 

第３条（本規約の範囲及び変更） 
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１ 甲が別途規定する個別規定及び随時定める追加規定は、本規約の一部を構成する。本

規約と個別規定又は追加規定が異なる場合には、個別規定又は追加規定が優先するも

のとする。 

２ 甲は、乙の承諾を得ることなく本規約を変更できる。変更後の規約は、別段の定めが

ある場合を除き、既に約約を締結した乙にも適用される。 

３ 前項における本規約の変更は、甲から乙に対して、通知を行うことによって生じるも

のとする。 

第２章 本品」の使用 

 

第４条（使用上の注意） 

１ 乙は、本品」を、甲が指定する機器に適切に接続して使用しなければならない。 

２ 乙は、本品」は、利用者の年齢や体調、使用するベッドのタイプ(エアマット等)に

よっては、正常に動作しない場合があることを理解して、本品」を使用しなければな

らない。 

３ 本品」は、電波の性質上、電波の到達範囲であってもノイズや障害物などにより通

信不能に陥る場合があることを予め承諾する。 

４ 本品」は、日本国内でのみ使用することができる。 

５ 本品」をサイドレールやベッド用グリップと使用する場合は、乙は、その隙間に注

意して使用しなければならない。 

６ 本規約の定めにかかわらず、甲が注意事項として指摘した事項については、乙はこ

れを遵守して本品」を使用しなければならない。 

 

第５条（禁止事項） 

１ 誤作動や故障の原因になることがあるため、以下のような場所では、本品」を使用（・

保管してはならない。 

（１）ほこりが多い場所 

（２）衝撃や振動が加わる場所 

（３）風の影響を大きく受ける場所 

（４）不安定な場所 

（５）冷暖房器具の近く 

（６）磁気を発するものの近く 

（７）直射日光のあたる場所 

（８）落下の可能性がある場所 

（９）熱のこもる場所 

（10）水分や湿気の多い場所 



3 

 

２ 本品」を保管・設置する場合に、水や油などの液体、異物(特に金属)、薬」等が接触

したり入り込む状態としてはならない。結露した状態での使用、湿気やほこりの多い場

所での使用も同様とする。 

３ 本品」にビニール袋を被せたり、本品」の上に輪ゴムなどを置いたままにしたりし

てはならない。 

４ 本品」の近くで、飲食・喫煙をしてはならない。 

 ５ 本品」を 60℃以上のものに近づけてはならない。 

６ 本品」のセンサーマットを強く折り曲げたり、刃物等で傷をつけてはならない。 

 ７ 本品」の分解・修理・改造を行ってはならない。 

 ８ 電源ケーブルを無理に曲げたり、上に重いものを載せてはならず、電源ケーブルに損

傷が生じた場合は使用してはならない。 

 ９ 接続ケーブルを抜くときはケーブルを引っ張らず、必ずプラグを持って抜かなけれ

ばならない。 

１０ 植え込み型心臓ペースメーカーや医療電気機器の近くでは、本品」を使用してはな

らない。 

１１ 本品」を空港付近で使用してはならない。 

 

第６条（免責） 

 １ 甲は、本品」の指定する機器以外に接続したことにより発生した損害及び事故に関

して一切責任を負わない。 

２ 甲は、本規約に定める使用上の注意を遵守しなかった場合及び禁止事項に違反した

場合に、利用者に発生した損害について一切責任を負わない。 

３ 甲は、本品」の利用に関連して利用者に発生した、人身事故、災害事故等による損害

について、一切責任を負わない。 

 ４ 甲は、本品」の発する電波が他の機器に及ぼした影響により発生した人身損害を含

む利用者の損害について、一切責任を負わない。 

 

第３章 本件システム利用約約 

第７条（利用約約） 

１ 申込者は、本規約を承認したうえで、甲または販売」に対して利用申込書を提出し、

甲がこれを承諾した時点で、乙となるものとする。 

２ 甲は、申込者が以下の項目に該当すると判断した場合、約約しない場合がある。 

⑴ 申込者が日本国外に所在する場合 

⑵ 申込者が、過去に規約違反等により、乙資格を取り消された場合 

⑶ 申込内容に虚偽、誤記又は記入もれがあった場合 
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⑷ 仮差押、差押、競売、破産、民事再生、会社更生、会社整理、特別清算の申し立て

を受けている場合 

⑸ 手形交換所の取引停止処分を受けている場合、その他支払い停止の状況にある場

合 

⑹ 公租公課の滞納処分を受けている場合 

⑺ その他、甲が申込者に利用を認めることを不適当と判断する場合 

３ 申込者は、自己または自己の役員その他の関係者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、

暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等をいう）でないこ

と、反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力の威力等を用いないこと、反社会的

勢力に対して資金を提供するなど反社会的勢力の維持運営に協力しないこと、その他

反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証し

なければならない。 

 

第８条（使用権の許諾） 

１ 甲は、乙に対し、乙が本規約を遵守する限りにおいて、利用申込書記載のライセンス

数に応じて、本件システムを使用する権利を、Rehabilitation3.0 株式会社の甲に対する

使用許諾に基づき、再許諾する。 

２ 前項により再許諾される権利は、譲渡不可、再々許諾不可の非独占的なものとする。 

３ 申込者は、本条第１項により許諾された範囲を超える複品を許諾するものではなく、

本件システムを公衆送信、貸与、翻案、その他第１項の態様以外で使用することを許諾

するものではないことを確認する。 

 

第９条（通知および同意の方法） 

１ 甲から乙への通知は、本規約に別段の定めがある場合を除き、本件システム上での掲

示、電子メールによる通知、甲の指定するホームページ上での一般掲示、又はその他甲

が適当と認める方法のいずれかの方法により行うものとする。 

２ 前項の通知が電子メールで行われる場合、乙の電子メールアドレス宛に発信し、乙の

電子メールアドレスを保有するサーバーに到着したことをもって乙への通知が完了し

たものとみなす。乙は、甲が電子メールで発信した通知を遅滞なく閲覧する義務を負う

ものとする。 

３ 第１項の通知を本件システム上または甲の指定するホームページ上の一般掲示で行

う場合、当該通知が本件システム上または甲の指定するホームページ上に掲示され、乙

が本件システムまたは甲の指定するホームページにアクセスすれば当該通知を閲覧す

ることが可能となったときをもって、乙への通知が完了したものとみなす。 

４ 甲が第１項ないし第 3 項により乙に通知を行った場合、通知日から５日の経過をも

って、同通知の内容について乙の同意を得たものとみなす。 
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５ 本条の通知には、本件システムを通じて Rehabilitation3.0 株式会社から直接に行わ

れるものも含むものとする。 

 

第１０条（アカウントの管理） 

１ 乙は、利用約約締結後、乙アカウントの管理責任を負う。 

２ 乙は、乙アカウントを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をして

はならない。 

３ 乙が乙アカウントの管理を怠ったこと、使用上の過誤もしくは第三者の使用等によ

って乙又は第三者に対して生じた損害について、甲は一切責任を負わない。 

４ 乙アカウントのの盗難、もしくは、第三者の利用によって発生した乙又は第三者の損

害について、甲は一切責任を負わない。 

５ 甲は、あらかじめ乙に通知したうえで、乙による乙アカウントの使用をいつでも停止

あるいは乙アカウントを取り消すことができる。これについて乙は一切異議を申し立

てることはできない。 

 

第１１条（登録内容の変更届出） 

１ 乙は、利用申込みにおいて届け出た内容に変更があった場合には、速やかに書面およ

び電子メールによる変更の届出を甲に行う。 

２ 乙は、前項の届出を怠った場合、甲が従前の通知先に通知をおこなったときに通知を

完了したものとみなす。 

 

第１２条（本件システムの提供・変更・廃止） 

１ 本件システムのサービス提供地域は、日本全国とする。 

２ 本件システムはインターネットなどの通信回線を経由して非独占的に提供するサー

ビスであるため、設備の性能、不具合、利用状況などにより本件システムの」質に変化

が生じうることがある。乙はその可能性をあらかじめ異議なく了承するものする。 

３ 甲は、乙に事前に通知したうえで、本件システムの内容の一部または全部の追加・変

更をすることができる。 

４ 甲は、乙に事前に通知したうえで、本件システムの内容の一部または全部の廃止を行

うことができる。 

５ 本件システムの変更及び廃止について、乙は異議を申し立てることができない。また、

甲はこれらの変更及び廃止について損害賠償義務等を負わない。 

 

第１３条（本件システムの利用） 
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１ 本件システムは高度なプライバシー情報を用いて運用されるため、乙は個別利用申

込書にあらかじめ本件システムの利用場所を記載し、本件システムの利用場所として

記載した場所以外で本件システムを利用してはならない。 

２ 乙は、個別利用申込書に記載した範囲においてのみ、本件システムを利用することが

できる。 

３ その他甲または Rehabilitation3.0 株式会社が作成した仕様書およびその他の方法に

より甲が指定した方法に基づいて使用しなければならない。 

 

第１４条（本件システムの中止・中断） 

１ 甲は、以下の事項に該当する場合、本件システムの提供を中止（・中断できるものとす

る。 

⑴ 本件システムのシステムの保守を定期的又は緊急に行う場合 

⑵ 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の不可

抗力、第三者による加害行為（サイバーテロなど）などにより、通常通り本件システ

ムを提供することができなくなった場合 

⑶ 通信回線の役務を提供する電気通信事業者が当該回線にかかる電気通信業務を停

止したとき 

⑷ その他、甲または Rehabilitation3.0 株式会社が本件システムの運営上やむを得な

い事情により中止中断を必要と判断した場合 

２ 甲は、乙につき以下の各号の事由が生じたときは、本件システムの提供を停止できる

ものとする。 

⑴ 乙が期限までに利用料の支払いを行わないとき 

⑵ 乙が本規約の各条項に違背したとき 

⑶ 前２号のほか、甲または Rehabilitation3.0 株式会社の業務に著しい支障をきたし

又はその恐れがあるとき 

３ 甲が前項の規定により本件システムの運営を中止中断するときは、あらかじめその

旨を乙に通知する。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。 

４ 甲は、本件システムの中止中断により、乙または第三者が被ったいかなる損害につい

て、理由を問わず一切の責任を負わない。 

 

第１５条（利用料金等） 

１ 乙は、甲が別途個別利用申込書に定める本件システムにかかる施設導入費及び利用

料金（以下「利用料金等」という。）を支払う。 

２ 乙が当月中に一度でも本件システムを使用した場合には、同月一か月分の月額利用

料が発生するものとする。 
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３ 乙が本件システム上においてサービス利用者が存在しない（サービス利用者アカウ

ントはゼロである）と登録した場合であっても、サービス利用者 10 アカウント分の月

額利用料は発生するものとする。 

４ 乙は甲に対し、月毎の利用料金を、利用月の翌月末日（末日が金融機関の休業日の場

合は翌営業日）までに支払う。 

５ 前条に定める本件システムの提供の中止中断により乙が本件システムを利用できな

い状態が生じた場合であっても、乙は利用料等の支払いを要する。 

６ 甲は、あらかじめ乙に通知したうえで本件システムの利用料金等を変更することが

できる。 

７ 一旦支払われた利用料金等は、理由の如何を問わず返金しない。 

 

第１６条（データ管理） 

１ 乙は、本件システムの利用に関連して入力、提供または伝送するデータ等(バイタル

データ等を含む（以下「提供データ等」という）について、必要な情報は自己の責任で

保全する。 

２ 甲は、乙が利用する情報に関して、本件システムを提供する設備等の故障等により滅

失した場合に、復元の義務を負うものではない。 

３ 甲は、提供データ等について、以下の目的を含む甲、Rehabilitation3.0 株式会社又は

第三者の事業のために、自らの裁量で利用もしくは第三者に利用させ、又は第三者に開

示・提供・貸与・譲渡等できるものとし、乙はこれに同意するものとする。 

⑴ 本サービスの提供・利用・管理 

⑵ 本サービスの内容改善による利便性の向上 

⑶ 本サービスの利用状況の調査、研究及びその他マーケティング分析 

⑷ 利用者からの問い合わせ等への適切な対応 

⑸ 本サービスを提供する目的及びそれらに関連する業務を行うために必要な範囲で

の甲グループ事業会社への提供 

⑹ 新サービスの開発・提供 

⑺ その他上記各目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的 

４ 甲は提供データ等の保管に関して責任を負わない。甲は、自らの裁量により提供デー

タ等をいつでも削除し、又はお客様からアクセスできない状態にすることができるも

のとする。甲は、かかる措置により乙に生じた損害について一切の責任を負わない。 

５ 甲は、提供データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、甲の裁量で

公開することができるものとし、乙はこれに同意するものとする。 

 

第１７条（バイタルデータの利用） 
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１ 乙は、甲がアプリを運営するために用いることを目的として、甲がセンサー機器を通

じて乙の利用者のバイタルデータ等を収集及び解析すること及びこれを

Rehabilitation3.0 株式会社に提供することに同意する。 

２ 甲が取得したバイタルデータ等についての乙の利用、及び乙による本件システムの

利用に関して、乙と第三者との間で紛争が生じた場合もしくはそのおそれが生じた場

合、乙は、自己の責任と費用負担で当該紛争を解決するものとし、甲に一切の損害を及

ぼさず、甲が損害を被った時は当該損害を補償する。 

3 乙は、乙の利用者に対して、第 1 項に基づく甲によるバイタルデータ等の利用及び

Rehabilitation3.0 株式会社への提供について各利用者の同意を得る。 

 

第１８条 （個人情報の管理・利用） 

１ 甲及び Rehabilitation3.0 株式会社は、本件システムのサービスの改善やパーソナラ

イズ、新サービスの開発（（トラブルシューティング、エラーの防止、データの分析やテ

スト、調査やアンケート、新しい機能やサービスの開発、研究など）を行うことを目的

として、乙の本件システムの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用、あ

るいは必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用するものとする。乙は、

甲がかかる情報の利用解析や二次加工を行うことに同意する。なお、Rehabilitation3.0

株式会社のプライバシーポリシーは以下の通りである。 

（プライバシーポリシーのURL） 

２ 乙はサービス利用者の情報を本件システムに入力するに際し、甲の指定する方法で、

サービス利用者に第１７条１項の情報の解析や二次加工を実施することにつき同意を

得る。 

３ 甲は、乙が入力したデータに関し、個人情報の保護に関する法律及び甲の定めるプラ

イバシーポリシー（個人情報保護方針）に基づいて、善良な管理者の注意をもって機密

保持とその管理に努める。 

４ 乙は、甲またはRehabilitation3.0 株式会社が、裁判所、その他の法的な権限のある官

公庁の命令等により乙が入力したデータの開示ないし提出を求められた場合は、かか

る命令等に従って乙が入力したデータの開示ないし提出することがあることを承諾し、

かかる開示ないし提出に対して異議を述べないものとする。 

 

第１９条 （管理責任者） 

１ 乙は、本件システム利用に関して管理責任者を定め、甲に書面で届け出るものとし、

甲への連絡等は、当該管理責任者を通じて行う。 

２ 乙は、管理責任者に変更が生じた場合には、甲に対し、速やかに通知するものとする。 

３ 乙は、管理責任者として、本規約の遵守を管理監督させるものとし、管理責任者の意

思表示、通知、その他一切の行為について責任を負う。 



9 

 

 

第２０条（知的財産権等の帰属） 

１ 本件システムを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア及びこれらに付随する

技術に関する著作権その他の知的財産権は Rehabilitation3.0 株式会社に帰属するもの

であり、利用約約により乙に当該知的財産権を譲渡するものではない。 

２ 乙が本件システムにアップロードしたファイルその他の情報について、乙は甲及び

Rehabilitation3.0 株式会社に対し、著作権その他の知的財産権を主張することができな

い。 

３ 乙は、利用約約の有効期間においてのみ、本規約に許諾の範囲で本件システム及び本

件システムを通じて提供される情報を利用することができ、利用約約終了後はこれら

を利用することはできない。 

 

第２１条（サービス利用のための機器の準備） 

1 乙は、自己の責任と負担において、本件システムを利用するために必要な通信機器、

ソフトウェア、又は電話利用約約等を準備する。 

2 乙は、本品」ないし本機器を適切に設置し、利用者のバイタルデータが正確に収集で

きるようにしなければならない。 

 

第２２条（免責事項） 

１ 本件システムは、乙が行う介護業務について、乙の業務補助を目的とするサービスで

ある。乙は本件システム上で提供される各機能だけでは業務における事故を完全に防

止することはできないことを理解し、それを踏まえて、乙は本件システムについて定期

的に確認や情報の修正を行い、介護業務を行う。 

そのため、以下の項目の通り、甲及びRehabilitation3.0 株式会社は、本件システムの

提供内容を保証するものではなく、同内容によって生じた損害を賠償する責任を負う

ものではない。 

２ 甲及びRehabilitation3.0 株式会社は、本件システムの内容、及び乙が本件システムを

通じて得る情報等の完全性等については、いかなる保証も行わない。 

３ 乙は、本件システムの使用に関して乙に生じた損害（本件システムの使用に伴ってア

ップロードした情報またはファイルについて乙に生じた損害を含む）について自ら責

任を負うものとする。 

４ 乙は、本件システムの使用に関して第三者に生じた損害（本件システムの使用に伴っ

てアップロードした情報またはファイルについて第三者に生じた損害を含む）につい

て賠償責任を負うものとする。 
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５ 甲及びRehabilitation3.0 株式会社は、本件システムの使用に関して、乙または第三者

に生じた損害（本件システムの使用に伴ってアップロードした情報またはファイルに

ついて乙または第三者に生じた損害を含む）について賠償責任を負わない。 

６ 乙が本件システムの利用に伴い、第三者からクレームなどの連絡を受けた場合、自己

の責任と費用において処理、解決するものとする。甲またはRehabilitation3.0 株式会社

が、乙による本件システムの利用に伴い、第三者からクレームその他の連絡などを受け

た場合も同様とする。 

7 本件システムの利用のために設置した aams その他のセンサー機器の不具合や乙が

aams その他のセンサー機器を適切に設置・使用しなかったことにより乙または乙の利

用者に損害が発生したとしても甲及び Rehabilitation3.0 株式会社は何らの賠償責任を

負わない。 

8 甲またはRehabilitation3.0株式会社が本件システムの提供に関して損害賠償請求を負

う場合においても、甲及びRehabilitation3.0 株式会社の損害賠償責任は、損害の原因及

び内容の如何にかかわらず、現実に発生した通常かつ直接の損害に限られる。甲は、乙

の予見の有無を問わず、特別の事情から生じた損害、逸失利益及び第三者からの損害賠

償請求に基づく損害について一切賠償責任を負わない。また、甲及びRehabilitation3.0

株式会社の損害賠償額は、当該乙の月額利用料 1 か月分又は初期導入費のいずれか高

い方の金額を上限とする。 

 

第２３条（禁止事項） 

１ 乙は、本件システムの利用にあたって、以下の行為を行ってはならない。 

⑴ 他の乙、第三者もしくは甲の著作権又はその他の権利を侵害する行為、及び侵害す

る恐れのある行為 

⑵ 他の乙、第三者もしくは甲の財産又はプライバシーを侵害する行為、及び侵害する

恐れのある行為 

⑶ 上記⑴⑵の他、他の乙、第三者もしくは甲に不利益又は損害を与える行為、及び与

えるおそれのある行為 

⑷ 他の乙、第三者もしくは甲を誹謗中傷する行為 

⑸ 公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情

報を他の乙又は第三者に提供する行為 

⑹ 犯罪的行為、又は犯罪的行為に結び付く行為、もしくはそのおそれのある行為。 

⑺ 乙アカウントを不正に使用する行為 

⑻ コンピューターウィルス等の有害なプログラムを、本件システムを通じて又は本

件システムに関連して使用もしくは提供する行為 

⑼ 本件システムに類似する事業を自ら行うこと、及び、第三者に行わせる行為 
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⑽ その他、法令に違反する若しくは違反する恐れのある行為、又は甲が不適切と判断

する行為 

２ 乙は、本件システムに関し、本規約によって認められている場合を除き、甲の事前の

同意なくして以下に掲げることをすることはできないものとする。 

⑴ 本規約に定められた条件以外で本件システムの全部又は一部を複品すること 

⑵ 本件システムの全部または一部を改変・翻案すること 

⑶ 本件システムのトレース、デバック、逆アセンブル、デコンパイル、その他の手段

により、本件システムの構造・機能・処理方法等を解析し、又は、ソフトウェアの索

子コードを得ようとすること 

⑷ 本件システムの全部または一部を、他のアプリの一部に組み込み、または他のアプ

リの全部または一部を、本件システムの一部に組み込むこと 

⑸ 本件システムの知的財産権表示を削除・改変すること 

⑹ その他、本規約で明示的に許諾された範囲を超えて利用又は使用すること 

３ 前２項に該当する乙の行為によって甲及び第三者に損害が生じた場合、乙の資格を

喪失した後であっても、乙はすべての法的責任を負うものとする。 

 

第２４条（監査） 

１ 甲は、事前に書面により乙に通知することを条件に、本規約に定められた乙の義務が

遵守されているかを確認するため、甲または甲から委託を受けた第三者により、乙にお

ける本件システムの使用状況等に関する監査を行うことができるものとし、乙はこれ

に協力する。 

２ 前項の監査にかかる費用は、監査の結果、甲が乙において本約約に違反する事実が存

在すると認めた場合を除き、甲が負担する。 

３ 第１項の監査の結果、違反する事実が存在すると認めた場合は、損害の発生の有無に

関わらず、損害賠償のほか、少なくとも違約金として当該乙の利用料金の１年分相当の

金員を支払う。 

 

第２５条（利用の停止） 

１ 乙が以下の項目に該当する場合、甲は、事前に通知することなく、直ちに乙の本件シ

ステムの利用を停止することができる。 

⑴ 利用約約の申込時に、虚偽の申告を行ったことが判明した場合 

⑵ 本規約で禁止している事項に該当する行為を行った場合 

⑶ 料金等の支払債務の履行遅滞又は不履行が 1回でもあった場合 

⑷ 手段を問わず、本件システムの運営を妨害した場合 

⑸ 仮差押、差押、競売、破産、民事再生、会社更生、会社整理、特別清算の申し立て

があった場合 
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⑹ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合、その他支払停止の状況にある場合。 

⑺ 公租公課の滞納処分を受けた場合 

⑻ その他、本規約に違反した場合 

⑼ その他、乙として不適切と甲が判断した場合 

２ 前項の規定により、甲が乙の利用を停止した場合、甲は、乙利用の停止に伴い、乙に

生じた損害の一切について賠償等の責任を負わないものとする。 

３ 本条第１項の規定により、甲が乙の利用を停止した場合、乙は、甲に対する債務の全

額を直ちに支払う。 

 

第３章 一般条項 

第２６条（秘密保持） 

１ 甲および乙は、相手方から開示された図面、帳簿、書面等であって、秘密である旨が

表示されたもの（以下本条において「秘密情報」という。）を善良な管理者の注意をも

って管理し、事前の相手方の書面による同意がない限り、他に漏洩し、又は公開しては

ならない（なお、本条において、情報を開示した当事者を「開示当事者」、情報を開示

された当事者を「受領当事者」という。）。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が

公的機関よりなされた場合、開示によりあらかじめ書面により相手方の同意を得た場

合については、この限りではない。法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなさ

れた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示当事者への速やかな通知を行うこと

を条件として開示することができるものとする。 

２ 次の各号に該当する情報については秘密情報に該当しないものとする。 

⑴ 開示された時点で、すでに公知となっている情報 

⑵ 開示された後、受領当事者の責めによらず公知となった情報 

⑶ 開示された時点で、すでに受領当事者が保有していた情報 

⑷ 開示された後、受領当事者が、第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した

情報 

３ 受領当事者は、秘密情報を利用約約の履行以外の目的に使用し、または、複品しては

ならないものとする。 

４ 受領当事者は、秘密情報を紛失または漏洩した場合には、直ちに相手方に通知すると

ともに、損害の発生または拡大の防止に努めるものとする。 

 

第２７条（販売」の免責） 

 本規約において、甲及びRehabilitation3.0 株式会社が責任を負わない事項については、販

」も乙に対して何らの責任を負わない。 
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第２８条（期間及び約約の終了） 

１ 本品」ないし本件システムの最低利用期間は、利用料発生月から 12 か月間とする。 

２ 本件約約期間満了の前月の末日までに、甲若しくは販売」又は乙から、相手方に対し、

本件約約を書面また電子メールによる更新しない旨の意思表示がなされなかった場合

には、本約約は同一の条件でさらに１年間延長されるものとする。 

3 解約に際し、甲又は販売」は乙に対して、既に支払われた料金等の返金義務を一切負

わない。乙は、解約に伴って、甲に対して何らかの請求権をも取得しない。 

4 乙が利用約約を解約した場合、甲は当該乙に対する乙アカウントの利用を拒否するこ

とができる。乙はこれに対して異議申し立てをすることができない。 

5 利用約約が終了した後も、第４条（使用上の注意）、第５条（禁止事項）、第６条（免

責）、第１６条（データ管理）、第２０条（知的財産権等の帰属）、第２２条（免責事

項）、第２３条（禁止事項）、第２６条（秘密保持）、第２７条（販売点の免責）、本

条（期間と約約の終了）、第３０条（反社会的勢力の排除）、第３１条（協議）、第３

２条（準拠法）、第３３条（管轄裁判所）は有効に存続する。 

 

第２９条（遅延損害金） 

乙が本品」の代金ないし本件システムの利用料金を支払期日までに支払わない場合、

支払期日の翌日から支払日まで年１４．６％の割合の遅延損害金が加算される。 

 

第３０条（反社会的勢力の排除） 

１ 甲および乙は、相手方が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったと

きから５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等

標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者をいう。以下本条において

同じ。）に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有する

ことが判明した場合には、何らの催告を要せず、本約約を解除することができる。 

⑴ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき 

⑵ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき 

⑶ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える

目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき 

⑷ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をして

いると認められるとき 

⑸ その他役員等または経営的に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的

に非難されるべき関係を有しているとき 

２ 甲および乙は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当す

る行為をした場合には、何らの催告を要せず、本約約を解除することができる。 

⑴ 暴力的な要求行為 
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⑵ 法的な責任を超えた不当な要求 

⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

⑷ 風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 

⑸ その他前各号に準ずる行為 

３ 甲および乙は、自己または自己の下請け又は再委託先業者（下請けまたは再委託約約

が数次にわたるときには、そのすべてを含む。以下同じ。）が第１項各号に該当しない

ことを確約し、将来も同項もしくは前項各号に該当しないことを確約する。 

４ 甲及び乙は、その下請け又は再委託先業者が第２５条第 1 項各号に該当することが

約約後に判明した場合には、ただちに約約を解除し、または約約解除のための措置を採

らなければならない。 

５ 甲および乙は、自己または自己の下請けもしくは再委託先業者が、反社会的勢力から

不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、または下請もし

くは再委託業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに

不当介入の事実を相手方に報告し、相手方への捜査機関への通報及び報告に必要な協

力を行うものとする。 

６ 甲または乙が本条第３項から前項のいずれかの規定に違反した場合、相手方は何ら

の催告を要さずに、本約約を解除することができる。 

７ 甲または乙が前条項の規定により本約約を解除した場合には、相手方に損害が生じ

ても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、係る解除により自己に損害が

生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。 

 

第３１条（協議） 

本品」ないし本件システムに関連して紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠

意をもって協議する。 

 

第３２条（準拠法） 

本約約の解釈及び運用にあたっては、日本法が適用される。 

 

第３３条（管轄裁判所） 

本品」ないし本件システムに関するすべての紛争について、横浜地方裁判所を第一審

の専属的合意管轄裁判所とする。 

 


